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石狩市下水道事業運営委員会資料

石狩市下水道事業の概要について

資料№1

令和２年１１月２５日
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１．下水道について
（１）下水道の役割

１．街をきれいにする ２．トイレの水洗化と生活排水の処理

３．浸水から守る ４．きれいな水辺をつくる

汚れた水が溜まらず
蚊やハエなどの害虫
や悪臭の発生を防ぎ

街が清潔に
保たれます。

トイレが水洗になる
ことで家の中で嫌な
臭いがなくなり快適な
生活がおくれます。

また、台所などからの
汚水も下水道に流せて
街が清潔になります。

降った雨をすばやく
排除して、浸水から
街を守ります。

下水道の整備とともに
汚れた川がきれいに
なり、本来の生態系が
復活します。
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１．下水道について
（２）石狩市の下水道の種類

・・・個別排水処理施設整備事業
（対象地区：石狩市全域（下水道全体計画区域を除く））

・・・旧石狩市域

・・・厚田区の一部、トーメン団地
（石狩市緑ケ原、厚田区虹が原）

・・・（新港地区・北海道管理）
紅葉山都市下水路
屯田都市下水路

： 石狩市で実施
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１.下水道について
（３）下水道のしくみ（下水道）

送水方法 自然流下、圧送

排除方式 ・合流式：汚水と雨水を同一の管渠で排除

・分流式：汚水と雨水を別々の管渠で排除

下水道施設

・下水道管

・ポンプ場

・終末処理場
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１．下水道について
（４）下水道のしくみ（下水道）

排水設備

私設ます
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１．下水道について
（５)下水道のしくみ（下水道）

処理場

① ② ③

⑤ ⑥

④

①自動除塵機
②オキシデーションディッチ
③最終沈殿地
④塩素混和池
⑤汚泥濃縮槽・汚泥貯留槽
⑥多重円盤型脱水機
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１．下水道について
(６)下水道のしくみ（個別排水処理）



１.下水道について
（７）下水道の普及率
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１.下水道について
（８）下水道の普及率
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１．下水道について
（９）水の汚れの程度

水質階級とBOD

ＢＯＤとは、生物化学的酸素要求量のことで、水中の汚濁物質が
微生物によって分解されるとき必要となる酸素量のことです。
この数値が大きいほど水が汚れているということになります。

放流先河川水質

聚富川 （八幡処理区） 1.4 ㎎/㍑（R1調）
厚田川 （厚田処理区） 0.8 ㎎/㍑（R1調）
無名川 （望来処理区） 1.6 ㎎/㍑（R1調）

茨戸川 （茨戸処理区） 5.4 ㎎/㍑（R1調）
新川 （手稲処理区） 2.9 ㎎/㍑（Ｈ30調）

【参考】
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１．下水道について
（１０）生活排水について

汚れの量40グラム/人/日なので、１日の排水量200リットルで割ると、
40グラム÷200リットル＝0.200グラム/リットル(200mg/Ｌ）となります。
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２．石狩市の下水道計画
（１）下水道計画図
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２．石狩市の下水道計画
（２）旧石狩市下水道計画図
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３．石狩市下水道事業の沿革
昭和４７年度 公共下水道設置条例制定
昭和４８年度 花畔団地造成に伴い下水道工事着手
昭和５０年度 札幌市と茨戸処理場共同建設協定締結
昭和５１年度 下水道条例制定
昭和５２年度 茨戸処理区の一部供用開始
昭和５５年度 手稲処理区の工事着手
昭和５６年度 下水道事業運営委員会条例制定
昭和５７年度 受益者負担金条例制定
昭和６１年度 手稲処理区の一部供用開始
昭和６３年度 花畔地区の工事着手
平成０５年度 本町地区の工事着手
平成０７年度 樽川東地区の工事着手
平成１１年度 花川東地区の工事着手
平成１４年度 八幡地区の工事着手
平成１７年度 厚田・浜益合併に伴い特環下水道を引継ぎ
平成１９年度 八幡処理区供用開始（H20.3)
平成２０年度 企業会計導入
平成２１年度 個別排水処理施設設置事業を引継ぎ

樽川平和地区の工事着手
平成２４年度 下水道事業計画の変更（計画人口、汚水原単位見直し）
平成２７年度 個別排水処理施設整備事業の対象区域を下水道全体計画区域を除く石狩

市全域に拡大。
平成２８年度 下水道事業計画の変更（トーメン団地の事業計画区域編入など）
平成３０年度 トーメン団地の工事着手
令和 ２年度 トーメン団地供用開始
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４．石狩市下水道事業の概要

（１）汚水管渠の整備状況 （令和元年度末）

項目

手稲

処理区

茨戸

処理区

八幡

処理区

厚田

処理区

望来

処理区

合計

整備面積

（ｈａ）

399.0 670.7 31.0 40.0 18.1 1,158.8

整備延長

（Km)

106.7 151.1 9.2 7.6 4.6 279.2

面積

整備率

（％）

100.0 88.9 48.4 100.0 95.3 90.8

※その他の汚水施設
中継ポンプ場４箇所、マンホールポンプ所１５箇所
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４．石狩市下水道事業の概要

（２）雨水管渠の整備状況 （令和元年度末）

項目

手稲

処理区

茨戸

処理区

八幡

処理区

厚田

処理区

望来

処理区

合計

整備面積

（ｈａ）

171.7 580.1 － － － 751.8

整備延長

（Km)

39.4 142.1 － － － 181.5

面積

整備率

（％）

43.0 77.3 － － － 65.4
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４．石狩市下水道事業の概要

（３）処理場の整備状況 （令和元年度末）

項目

手稲

水再生

プラザ

茨戸

水再生

プラザ

八幡

処理場

厚田

浄化

センター

望来

浄化

センター

処 理 区 分 公共下水道（札幌市に委託） 公共下水道 特定環境保全公共下水道

計画汚水量

（ｍ3/日）
７，４７７ ９，１２９ ４６３ ２４５ ７４

計画人口

（人）
２４，１２０ ２７，２５０ １，４９０ ５７０ １５０

処理方式

標準

活性

汚泥法

ステップ流入
式硝化脱窒

法

オキシ

デーション

ディッチ法

嫌気

好気

ろ床法

嫌気

好気

ろ床法

供用

開始日

昭和62年

3月1日

昭和52年

1月31日

平成20年

3月28日

平成15年

9月1日

平成18年

3月31日
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４．石狩市下水道事業の概要

（４）下水道の普及状況 （令和元年度末）

項目 旧石狩市 厚田区 浜益区 合計

行政人口（人） 55,211 1,766 1,244 58,221

処理人口（人）
（普及率%）

53,052 763 －
53,815

（92.4%）

水洗化人口（人）
（水洗化率%）

52,814 734 －
53,548

（99.5%）
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４．石狩市下水道事業の概要

（５）個別排水処理施設整備状況 （令和元年度末）

項目 旧石狩市 厚田区 浜益区 計

設置基数 ４７ １４１ ２７ ２１５基

管理基数 ４７ １６１ ２７ ２３５基

処理人口 ９９ ２７５ ４２ ４１６人
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４．石狩市下水道事業の概要
（６）汚水処理人口 （令和元年度末）

汚水処理人口普及率＝（53,815＋805＋716）／58,221×100＝95.0％

（令和元年度末の全国平均は ９１．７％）

人

6  人

(3) (  141  )

( 1,866  )

( 2 ,078  )

下水道計画区域外人口

805 人

(  442  )

27,930 )

( 1 ,725  )

( 353  )

271 人

下水道処理人口 53,815 人

（世帯数行政人口 58,221 人

下水道計画区域内人口 54,620 人 ( 25,852  ) 3,601 人

処理

未整備人口 2,885 人
人口

716

3,156 人

下水道水洗化人口 53,538 人

　　未水洗化人口（未整備人口＋未水洗化人口）

未水洗化
人口

未
処
理
人
口

(

ト
ー

メ
ン
合
併

処
理
人
口

）浄

化

槽

処

理

人

口

( 25,410  )

( 25,266  )
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４．石狩市下水道事業の概要
（７）下水道事業費の推移

（百万円）

２１
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４．石狩市下水道事業の概要
（８）下水道工事（花川南地区）



23

４．石狩市下水道事業の概要
（９）下水道工事（製管工法）
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５．石狩市下水道事業の現状と課題

管渠 約４６１km（汚水管２７９㎞・雨水管１８２㎞）

ポンプ場 ４箇所（花川北・花川南・樽川・本町）

マンホールポンプ所 １６箇所（樽川・本町・厚田・望来・トーメン団地）

終末処理場 ３箇所（八幡・厚田・望来）

現状

課題 ・今後既存施設の老朽化対策に迫られる。

・改築・更新に多額の費用がかかることが予想される。

・人口減少傾向による、使用料収入の減少が見込まれる。

⇒ 布設後３０年以上経過している管渠（全延長の３割超）

⇒ 昭和５１年から稼動している花川北汚水中継ポンプ場 外３施設

施設の老朽化が進行

⇒ 平成１５年から稼動している厚田浄化センター 外２施設

このような課題について、下水道施設の点検・調査、修繕・改築を効率的に進めるため

ストックマネジメント計画を策定し、改築・更新を行っております。


